
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 102 号

平成 17 年

12月27日（火曜日）

告
　
　
示

公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
の
廃
止
（
二
件
）

（
自
治
振
興
課
）

一

○
有
害
図
書
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
）

二

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

三

○
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
の
認
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
務
国
保
課
）

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定

等
）
の
一
部
訂
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定

等
）
の
一
部
改
正
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

（

〃
　
　
）

六

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）

（

〃
　
　
）

七

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

八

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る

区
間
及
び
地
域
の
指
定
等
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

九

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
の
取
消
し
（
二
件
）

（
会
　
計
　
課
）

一
〇

公
　
　
告

○
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
　
　
　
　
　
　
　
（
税
　
務
　
課
）

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
三
件
）

（
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
（
四
件
）

（
経
営
支
援
課
）

一
五

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
三
件
）

（
土
地
改
良
課
）

一
九

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

二
〇

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

二
一

公
安
委
員
会
規
則

香
川
県
警
察
組
織
規
則
及
び
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所

管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院

の
指
定

二
五

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

二
六

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

人
事
委
員
会
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
七

●
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
、
三
豊
郡
高
瀬
町
、
同
郡
山
本
町
、
同
郡
三
野
町
、
同
郡
豊
中

町
、
同
郡
詫
間
町
、
同
郡
仁
尾
町
及
び
同
郡
財
田
町
並
び
に
北
三
豊
環
境
衛
生
組
合
及
び
高
瀬
地
区
少
年

育
成
セ
ン
タ
ー
組
合
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
た
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
を
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

告

示



234
08366－

01
〃

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー
・
ウ
ル
フ
・
ス
ペ

シ
ャ
ル
　
マ
ガ
ジ
ン
W
ooooo!狼

1
月
号
増
刊
（
Vol.07）

雑
誌

235
18185－

1
ミ
リ
オ
ン

出
版
㈱

別
冊
Ｇ
Ｏ
Ｎ
！1月
号
（
通
巻
56号
）

〃

236
18421－

1
〃

漫
画
　
実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ

1
月
号
（
通
巻
34号
）

〃

237
16152－

12
㈱
ワ
ニ
マ

ガ
ジ
ン
社

C
O
M
IC

快
楽
天
ビ
ー
ス
ト

C
huﾂス

ペ
シ
ャ
ル
12月
号
増
刊

（
Vol.5）

コミッ
ク
誌

238
16151－

1
〃

C
huﾂス

ペ
シ
ャ
ル

1
月
号
（
通
巻
55号
）

雑
誌

239
17658－

01
曙
出
版
㈱

D
VD

Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｎ

月
刊
美
少
女
裏
D
VD
４
時
間

1
月
号
増
刊
（
VO
L.8）

〃

240
17886－

01
㈱
コ
ア
マ

ガ
ジ
ン

ル
ポ
漫
　
マ
ッ
ド
マ
ッ
ク
ス

Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ
1
月
号
増
刊
（
14号
）

〃

241
07690－

12
㈱
セ
ブ
ン

新
社

PIN
K
Y
パ
ラ
ダ
イ
ス
　
N
o.1

微
熱
S
U
P
E
R
デ
ラ
ッ
ク
ス

12月
号
増
刊

コミッ
ク
誌

242
20437－

1/3
㈱
双
葉
社

パ
パ
ラ
ッ
チ

週
刊
大
衆
増
刊
1/3号（

通
巻
2898号

）
雑
誌

243
07933－

1
㈱
ぶ
ん
か

社
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
・
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

1
月
号
（
通
巻
133号

）
〃

244
09633－

12
平
和
出
版

㈱
恋
愛
宣
言
ピ
ン
キ
ッ
シ
ュ

12月
号
（
通
巻
46号
）

コミッ
ク
誌

245
18403－

1
マ
イ
ウ
ェ

イ
出
版
㈱

三
十
路
　
熟
の
素

1
月
号

雑
誌

246
08357－

01
若
生
出
版

㈱
Ｍ
ａ
ｄ
ｏ
ｎ
ｎ
ａ
　
H
O
U
SE

1
月
号
（
Vol.222）

〃

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

二

平
成
十
八
年
一
月
九
日
を
も
っ
て
、
木
田
郡
牟
礼
町
、
同
郡
庵
治
町
、
香
川
郡
香
川
町
、
同
郡
香
南
町
及

び
綾
歌
郡
国
分
寺
町
並
び
に
木
田
香
川
地
区
町
村
税
滞
納
整
理
組
合
、
讃
岐
地
区
広
域
消
防
組
合
及
び
香

川
南
部
葬
斎
場
組
合
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
た
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
を
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
条
例
第
二
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
図
書
を
青
少
年
の
福
祉
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
定
番
号

225

指
定

年
月
日
種
別

図
　
　
　
　
書
　
　
　
　
名

雑
誌
コ
ー
ド

発
行
所
名

指
定
理
由

03797－
1

㈱
バ
ウ
ハ

ウ
ス

内
容
が
著

し
く
性
的

感
情
を
刺

激
し
、
又

は
甚
だ
し

く
粗
暴
性

を
助
長
す

る
等
青
少

年
の
福
祉

を
阻
害
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
。

平成十七年十二月二十日

雑
誌
G
O
K
U
H

1
月
号
（
N
o.174）

226
11496－

01
〃

〃
Ｏ
ｈ
!
Ｃ
ｒ
ａ
ｚ
ｙ
ス
ッ
ゲ
ー
!!

@
本
当
！
浮
気
妻
の
Ｈ
話

1
月
号
増
刊
（
Vol.6

）

227
08842－

01
〃

〃
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
　

若
妻
1
月
号
増
刊
（
VO
L.20）

228
07373－

01
〃

〃
ヴ
ァ
ッ
カ
！

１
月
号
（
Vol.78）

229
05464－

1
英
知
出
版

㈱
〃

Ｓｕｐｐｉｎ
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

D
V
D

す
っ
ぴ
ん
1
月
号
増
刊
（
Vol.6）

230
17832－

1
〃

〃
Ｇ
Ｏ
Ｎ
Ｚ
Ｏ
！
セ
ク
ハ
ラ
ス
ペ
シ
ャ
ル

411
1
月
号
増
刊
（
file.9

）

231
11440－

01
㈱
ダ
イ
ア

プ
レ
ス

〃
＠
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｎ
!!
iパ
ラ
ダ
イ
ス

1
月
号
増
刊
（
VO
L.5
）

232
07537－

01
〃

〃
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
Ｒ

1
月
号
（
第
1
号
）

233
08365－

01
㈱
マ
ガ
ジ
ン・

マ
ガ
ジ
ン

コミッ
ク
誌

マ
ガ
ジ
ン
・
ウ
ォ
ー
・
ウ
ル
フ

1
月
号
（
vol.024）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

三

一
七
―
六
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
西
山
脳
神
経
外
　
坂
出
市
加
茂
町
五
九
三
―
一
　
　
　

科
病
院

一
七
―
六
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
田
総
合
病
院
　
　
　
　
　
　
　
丸
亀
市
津
森
町
二
一
九

一
七
―
六
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
豊
南
会
香
川
井
　
観
音
寺
市
大
野
原
町
花
稲
八

下
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
―
一

一
七
―
六
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
愛
有
会
岩
崎
病
　
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
松
崎
二

院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
〇
―
四
二
六

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定
等
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
鍋
　
武
　
紀

「

「

香
川
郡
香
南
町
岩
崎
六
七
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
郡
　
　

一
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

木
田
郡
三
木
町
奥
山
二
一
一
二
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
田
郡

」

「

香
南
町
岡
六
七
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
郡
香
川
町
鮎
滝
一
九

に
、

三
木
町
奥
山
二
一
一
二
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
東
東

」

「

九
七
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
郡
香
川
町
安
原
下
第
３
号
一
九
九
七
番
一

を

渡
池
一
一
四
二
番
二
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
東
一
一
四
二
番
地
先
ま
で

」

「

地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
岡
田
下
中
央
五
四
五
番
四
地
先
か
ら

に
、

仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
東
佐
岡
一
四
七
一
番
地
先
ま
で

」

「

「

丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
五
四
五
番
四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
一
四
七
一
番
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

」

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　

平
成
一
七
、
一
二
、
一
　
　
有
限
会
社
香
川
フ
ァ
ー
　
綾
歌
郡
綾
南
町
陶
一
七
一
九
番
地
一

マ
シ
ー
遊
も
み
の
木
薬

局

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急

病
院
又
は
救
急
診
療
所
と
し
て
次
の
医
療
機
関
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

認
定
番
号

認
定
の
有
効
期
間
　
　
　

医
療
機
関
名
　
　
　
　
　
　
　

所
在
地

一
七
―
五
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
百
石
病
院
　
　
　
高
松
市
屋
島
西
町
一
九
三
七

―
一
　
　

一
七
―
六
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
新
進
会
お
さ
か
　
高
松
市
三
名
町
三
七
八
―
一

脳
神
経
外
科
病
院
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
―
六
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
平
和
病
院
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
栗
林
町
一
―
四
―
一

一
七
―
六
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
博
翔
会
高
田
整
　
高
松
市
御
厩
町
四
七
六
番
地

形
外
科
医
院
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
―
六
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
わ
き
外
科
ク
リ
　
高
松
市
仏
生
山
町
甲
四
六
〇

ニ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
八

一
七
―
六
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
療
法
人
社
団
泰
平
会
佐
藤
ク
　
高
松
市
成
合
町
七
二
六
―
一

リ
ニ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
十
七
年
十
二

月
二
十
一
日
か
ら

平
成
二
十
年
十
二

月
二
十
日
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

四

「

高
松
市
松
島
町
七
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
松
島
町
二
丁

を

高
松
市
上
福
岡
町
六
五
六
番
二
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
上
福
岡
町
六

」

「

目
七
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
木
太
町
一
三
番
一
地
先
か
ら

に
、

五
六
番
二
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
木
太
町
一
五
五
七
番
地
先
ま
で
　
　

」

「

高
松
市
木
太
町
一
一
三
〇
番
三
地
先
か
ら

を

高
松
市
木
太
町
一
五
五
七
番
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　

」

「

香
川
郡
香
川
町
川
東
下
三
三
四
番
四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

を

綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
南
原
二
二
六
七
番
一
地
先
ま
で

」

」

「

「

香
川
郡
香
川
町
川
東
下
三
三
四
番
四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
茜
町

に
、

綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
二
二
六
七
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
郷
東

」

「

七
九
二
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
西
町
二
六
番
四
〇
地
先
か

を

町
四
七
〇
番
一
二
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
郷
東
町
四
七
〇
番
一
二
地

」

「

ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
松
崎
二
七
八
〇
番
三
八
三
地
先
か
ら

に
、

先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
的
場
六
七
八
四
番
二
二
地
先
ま
で

」

「

三
豊
郡
詫
間
町
松
崎
二
七
八
〇
番
三
八
三
地
先
か
ら

を

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
地
先
ま
で

」

」

「

「

三
豊
郡
詫
間
町
的
場
六
七
八
四
番
二
二
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫

に
、

を

仲
多
度
郡
仲
南
町
佐
文
中
央
六
八
七
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡

」

「

間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
西
宝
町
一
丁
目
六
一

に
、

仲
南
町
佐
文
六
八
七
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
出
市
府
中
町
九
七
番
一
地

」

「

六
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
西
宝
町
三
丁
目
八
番
一
四
地
先
か
ら

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　

先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
出
市
府
中
町
九
七
番
一
地
先
ま
で

」

「

香
川
郡
香
南
町
岡
一
六
一
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

香
川
郡
香
南
町
岡
岩
崎
六
七
番
一
地
先
ま
で

」

「

「

香
川
郡
香
南
町
岡
一
六
番
一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

香
川
郡
香
南
町
岡
六
七
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高

」

」

「

松
市
朝
日
町
五
三
六
番
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
朝
日
町
五
三
六

を

松
市
松
島
町
一
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
福
岡
町
四
丁
目

」

「

番
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
池
下
三
〇
番
五
地
先

に
、

二
八
番
三
〇
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
東
佐
岡
一
四
七
一
番

」

「

か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
三
〇
番
五
地
先
か
ら

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
一
四
七
一
番
地
先
ま
で

」

「

「

仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
池
下
三
〇
番
五
地
先
か
ら

に
、

を

仲
多
度
郡
満
濃
町
神
野
神
野
山
四
五
番
三
地
先
ま
で

」

」

「

仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
三
〇
番
五
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
詫

に
、

仲
多
度
郡
満
濃
町
神
野
四
五
番
三
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
浜

」



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

五

「

間
六
七
八
二
番
八
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
二
番
八
地

を

田
六
八
一
二
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
八
一
二
番
一
地

」

「

先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
東
北
山
六
四
三
番
一
地
先
か
ら

に
、

先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
南
原
二
二
六
七
番
一
地
先
ま
で

」

「

綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
六
四
三
番
一
地
先
か
ら

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
二
二
六
七
番
一
地
先
ま
で

」

」

改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定
等
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

「

「

三
豊
郡
詫
間
町
松
崎
二
七
八
〇
番
三
八
三
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

一
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
市

」

「

詫
間
町
松
崎
二
七
八
〇
番
三
八
三
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七

に
、

詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
仲
南
町
佐
文
六

」

「

八
四
番
二
二
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
地
先
か

を

八
七
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
佐
文
六
八
七
番
一
地
先
ま
で

」

「

ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
豊
中
町
笠
田
笠
岡
二
一
五
八
番
一
地
先
か
ら

に
、

三
豊
郡
三
野
町
吉
津
乙
二
三
三
九
番
一
地
先
ま
で

」

「

「

三
豊
市
豊
中
町
笠
田
笠
岡
二
一
五
八
番
一
地
先
か
ら

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

三
豊
市
三
野
町
吉
津
乙
二
二
三
九
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　

」

」

「

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
二
番
八
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
市
詫
間
町
詫
間

を

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
八
一
二
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
市
詫
間
町
詫
間

」

六
七
八
二
番
八
地
先
か
ら

に
改
め
る
。

六
八
一
二
番
一
地
先
ま
で

」

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
六
十
五
号
（
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
道
路
の
指
定
等
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
め
、
平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

「

「

高
松
市
上
天
神
町
五
二
九
番
五
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市

一
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

香
川
郡
香
南
町
岡
一
六
一
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市

」

「

上
天
神
町
五
二
九
番
五
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
郡
香
南
町
岡
六
七
番

に
、

香
南
町
岡
一
六
一
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
田
郡
三
木
町
奥
山
二
一

」

「

一
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
香
南
町
岡
六
七
番
一
地
先
か
ら

を

一
二
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
田
郡
三
木
町
奥
山
二
一
一
二
番
一
地

」

「

香
川
郡
香
川
町
安
原
下
第
３
号
一
九
九
七
番
一
地
先
か
ら

に
、

先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
東
一
一
四
二
番
地
先
ま
で

」



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

六

「

高
松
市
香
川
町
安
原
下
第
３
号
一
九
九
七
番
一
地
先
か
ら

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
東
一
一
四
二
番
地
先
ま
で

」

」

「

「

香
川
郡
香
川
町
川
東
下
三
三
四
番
四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
香
川
町

を

綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
二
二
六
七
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
南
町

」

「

川
東
下
三
三
四
番
四
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
郡
香
南
町
岡
一
六
一
番
一
地

に
、

畑
田
二
二
六
七
番
地
先
ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
香
川
郡
香
南
町
岡
六
七
番
一
地
先

」

「

先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
香
南
町
岡
一
六
一
番
一
地
先
か
ら

を

ま
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
香
南
町
岡
六
七
番
一
地
先
ま
で

」

「

香
川
郡
香
南
町
由
佐
三
四
六
五
番
四
地
先
か
ら

に
、

香
川
郡
香
南
町
岡
三
六
四
番
一
地
先
ま
で

」

」

「

高
松
市
香
南
町
由
佐
三
四
六
五
番
四
地
先
か
ら

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

高
松
市
香
南
町
岡
三
六
四
番
一
地
先
ま
で

」

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
白
鳥
引
田
線
（
四
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

東
か
が
わ
市
西
山
字
道
下
九
〇
一
番
二
地
先
か
ら
　
　
一
一
・
四

第
二
百
四
十

〜
　
　
　
　
　
一
六
八

二
号
で
変
更

東
か
が
わ
市
西
山
字
道
下
九
二
二
番
一
地
先
ま
で
　
　
四
三
・
〇

し
た
区
域
の

一
部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
香
川
坂
出
丸
亀
自
転
車
道
線
（
二
百
七
十
七
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
三
年

四
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
告
示

〜
　
　
　
　
　
三
五
〇
　
第
四
十
二
号

四
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

坂
出
市
府
中
町
字
一
ノ
谷
三
七
〇
〇
番
五
地
先
か

ら坂
出
市
府
中
町
字
迯
田
中
所
三
九
八
九
番
一
地
先

ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

七

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
綾
南
府
中
線
（
百
八
十
四
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
三
年

一
一
・
八
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
告
示

〜
　
　
　
　
　
三
五
〇
　
第
四
十
一
号

一
五
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

●
香
川
県
告
示
第
八
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
東
谷
岩
崎
線
（
百
六
十
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

五
・
二
　
　
　
　
　
　
　
道
路
改
修
に

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
伴
う
現
道
拡

一
五
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
幅

八
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
〇
五

一
五
・
八

●
香
川
県
告
示
第
八
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
塩
江
屋
島
西
線
（
三
十
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

三
・
六
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
五
六

二
四
・
八

一
二
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
五
六

二
九
・
六

七
・
九
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
六
一

八
・
八

八
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
六
一

一
二
・
三

坂
出
市
府
中
町
字
一
ノ
谷
三
七
〇
〇
番
五
地
先
か

ら坂
出
市
府
中
町
字
迯
田
中
所
三
九
八
九
番
一
地
先

ま
で

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
下
芦
脇

五
五
〇
番
七
地
先
か
ら

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
字
林
ノ
内

一
〇
二
五
番
五
地
先
ま
で

高
松
市
亀
田
町
字
金
崎
三
八
九
番
一
地

先
か
ら

高
松
市
亀
田
町
字
金
崎
三
八
一
番
一
地

先
ま
で

高
松
市
亀
田
町
字
金
崎
三
八
六
番
一
七

地
先
か
ら

高
松
市
亀
田
町
字
金
崎
三
九
二
番
二
地

先
ま
で

特
定
交
通
安

全
施
設
事
業

に
伴
う
交
差

点
改
良



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

八

●
香
川
県
告
示
第
八
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
太
田
上
町
志
度
線
（
百
四
十
七
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
二
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
一
六

一
一
・
五

一
二
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
一
六

一
五
・
五

●
香
川
県
告
示
第
八
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
綾
南
国
分
寺
線
（
百
八
十
三
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
三

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
六
〇
二

二
一
・
二

九
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
六
〇
二

二
一
・
二

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
立
石
二
〇
三

〇
番
三
地
先
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
四
七

綾
歌
郡
国
分
寺
字
立
石
二
〇
二
六
番
三
　
　
　
　
　
　
一
一
・
〇

地
先
ま
で

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

●
香
川
県
告
示
第
八
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
十
八
年
一
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
詫
間
琴
平
線
（
二
十
三
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
四
　
　
　
　
　
　
　
自
転
車
歩
行

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
一
六
　
者
専
用
橋
の

八
・
四
　
　
　
　
　
　
　
整
備

高
松
市
前
田
東
町
字
道
南
一
二
二
二
番

一
地
先
か
ら

高
松
市
亀
田
町
字
金
崎
三
八
五
番
一
地

先
ま
で

特
定
交
通
安

全
施
設
事
業

に
伴
う
交
差

点
改
良

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
鷲
ノ
山
二
二

一
六
番
八
地
先
か
ら

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
立
石
二
〇
二

六
番
三
地
先
ま
で

平
成
十
五
年

香
川
県
告
示

第
七
百
五
十

五
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部
変
更
、

供
用

三
豊
郡
三
野
町
大
字
下
高
瀬
字
下
新
田

一
三
一
一
番
四
地
先
か
ら



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

九

一
二
・
四

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
一
六

一
二
・
四

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

●
香
川
県
告
示
第
八
百
五
号

平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号
（
香
川
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
区
間
及
び
地

域
の
指
定
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

「

木
田
郡
牟
礼
　
さ
ぬ
き
市
と
　
高
松
市
と
の

一

の
表
２
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
削
り
、
同
表
４
の
項
中

町
　
　
　
　
　
の
境
　
　
　
　
境

」

「
綾
歌
郡
国
分
寺
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
南
町
」
に
改
め
、
同
表
５
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
　
削
除

一

の
表
２０
の
項
指
定
区
間
の
欄
中
「
綾
歌
郡
国
分
寺
町
」
を
「
坂
出
市
」
に
、
「
善
通
寺
市
稲
木
町
」

「

綾
歌
郡
国
分
　
四
国
旅
客
鉄
　
国
分
寺
町

寺
町
　
　
　
　
道
株
式
会
社
　
部
公
民
館

を
「
善
通
寺
市
稲
木
町
字
毘
沙
門
堂
」
に
改
め
、
同
項
中

端
岡
駅
北
交

差
点

北前

を
削
り
、
２１
の
項
か
ら
２４
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」２１
か
ら
２４
ま
で

削
除

一

の
表
２７
及
び
２８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２７
及
び
２８

削
除

一

の
表
２９
の
項
中
「
坂
出
市
高
屋
町
」
の
下
に
「
字
川
西
上
」
を
加
え
、
「
高
松
市
と
綾
歌
郡
国
分

寺
町
と
の
境
に
至
る
区
間
」
を
「
高
松
市
中
山
町
内
県
道
五
色
台
線
と
の
交
点
に
至
る
区
間
（
高
松
市
の

区
間
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
３７
の
項
指
定
区
間
の
欄
中
「
綾
歌
郡
国
分
寺
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
南
町
」

に
、
「
同
郡
綾
南
町
小
野
」
を
「
同
町
小
野
」
に
改
め
、
３８
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３８

削
除

一

の
表
５
の
項
中
「
綾
歌
郡
国
分
寺
町
」
を
「
綾
歌
郡
綾
南
町
」
に
改
め
、
６
の
項
を
削
る
。

三
の
表
４
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４
　
削
除

三
の
表
５
の
項
中
「
高
松
市
と
綾
歌
郡
国
分
寺
町
と
の
境
に
至
る
区
間
」
を
「
高
松
市
中
山
町
内
県
道

五
色
台
線
と
の
交
点
に
至
る
区
間
（
高
松
市
の
区
間
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
八
百
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
建
築
指
道
　
第
四
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
字
中
川
原
一
七
六
九
―
一
及
び
一
七
七
二
―
一

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
五
・
〇
〇
〜
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
二
二
・
三
八
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
八
百
七
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

三
豊
郡
三
野
町
大
字
下
高
瀬
字
下
新
田

一
三
一
八
番
五
地
先
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
〇

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
三
日

二
　
住
所

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
辛
三
四
―
二

三
　
氏
名

仁
尾
町

四
　
売
り
さ
ば
き
場
所

三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
辛
三
四
―
二

●
香
川
県
告
示
第
八
百
八
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
五
日

二
　
住
所

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
一
八
六
五
―
一
三

三
　
氏
名

香
川
町

四
　
売
り
さ
ば
き
場
所

香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
一
八
六
五
―
一
三

●
香
川
県
公
告
第
七
百
九
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　
　

氏
名
又
は
名
称
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
　
　
取
消
し
の
年
月
日

瀬
戸
石
油
販
売
㈱
　
　
進
藤
　
倫
行
　
　
丸
亀
市
土
居
町
三
丁
目
四
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日

番
一
号
（
登
記
上
の
所
在

地
　
丸
亀
市
土
器
町
九
丁

目
二
一
四
番
地
）

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
内
容

１
　
購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量
　
生
石
灰
　
一
、
一
二
五
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
納
入
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
納
入
場
所
　
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦

５
　
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
一

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
二
月
三
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付

け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

４
　
本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
を

い
う
。
）
に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ

と
。

６
　
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
八
年
二
月
三
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
入
札
書
の
提
出
場
所
等

１
　
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇
　
香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一
　
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２
　
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
午
前
十
時
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目

一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
五
会
議
室

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所

１
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
次
の
場
所
で
行
う
。

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
環
境
森
林
部
廃
棄

物
対
策
課
資
源
化
・
処
理
事
業
推
進
室
計
画
・
調
整
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三

二
二
五

五
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５
　
落
札
者
の
決
定
方
法
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一
二

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

９
　
本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他
　
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased

:Lim
e
1,125,000kg

2
Tim
e-lim

it
for
tender:10:00a.m

.,
February

22,
2006

3
C
ontact

point
for
the
notice

:N
aoshim

a
E
nvironm

ent
C
enter,

K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent,
2628-1,

N
aoshim

a-cho,
K
agaw

a-gun,
K
agaw

a-ken,
Japan

761-3110

Tel
087-892-2981

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
一
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
内
容

１
　
購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量
　
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
　
三
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
納
入
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
納
入
場
所
　
香
川
郡
直
島
町
　
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
内

５
　
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
二
月
三
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付

け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

４
　
本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
を

い
う
。
）
に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ
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一
三

と
。

６
　
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
八
年
二
月
三
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
入
札
書
の
提
出
場
所
等

１
　
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇
　
香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一
　
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時

及
び
場
所
に
よ
る
。

２
　
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
午
前
十
一
時
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁

目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
五
会
議
室

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所

１
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
次
の
場
所
で
行
う
。

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
環
境
森
林
部
廃
棄

物
対
策
課
資
源
化
・
処
理
事
業
推
進
室
計
画
・
調
整
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三

二
二
五

五
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

９
　
本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。
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平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
四

１０

そ
の
他
　
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased

:C
alcium

carbonate
3,000,000kg

2
Tim
e-lim

it
for
tender:11:00a.m

.,
February

22,
2006

3
C
ontact

point
for
the
notice

:N
aoshim

a
E
nvironm

ent
C
enter,

K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent,
2628-1,

N
aoshim

a-cho,
K
agaw

a-gun,
K
agaw

a-ken,
Japan

761-3110

Tel
087-892-2981

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
二
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
内
容

１
　
購
入
等
件
名
及
び
予
定
数
量
　
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
　
三
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム

２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
納
入
期
間
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
納
入
場
所
　
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦

５
　
入
札
方
法

入
札
金
額
は
、
対
象
物
品
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
落
札
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額
を
加

算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課

税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
百
五
分
の
百
に

相
当
す
る
金
額
（
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
小
数
点
第
二
位
ま
で
の
額
）
を
入
札
書
に
記

載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
二
月
三
日

ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級
格
付

け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

４
　
本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
過
去
三
年
間
（
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
を

い
う
。
）
に
お
い
て
、
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
と
同
種
又
は
類
似
物
品
の
販
売
実
績
が
あ
る
こ

と
。

６
　
本
公
告
に
示
し
た
購
入
物
品
の
規
格
に
合
致
し
た
物
品
を
確
実
に
納
入
し
得
る
こ
と
を
証
明
し
た

者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
５
及
び
６
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

を
平
成
十
八
年
二
月
三
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

入
札
者
は
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
物
品
を
適
切
か
つ
確
実
に
納
入
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
入
札
書
の
提
出
場
所
等

１
　
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
一
―
三
一
一
〇
　
香
川
郡
直
島
町
二
六
二
八
―
一
　
香
川
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
九
二
―
二
九
八
一

た
だ
し
、
入
札
書
を
入
札
日
に
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
３
に
記
載
し
た
日
時



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
五

及
び
場
所
に
よ
る
。

２
　
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便

事
業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
書
留
又
は
信
書
便
で
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
を
用
い
、
か
つ
、
親
展
の

封
書
で
送
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
（
郵
便
又
は
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入

札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
一
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）
。

３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
午
前
九
時
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目

一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
五
会
議
室

４
　
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所

１
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
次
の
場
所
で
行
う
。

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
環
境
森
林
部
廃
棄

物
対
策
課
資
源
化
・
処
理
事
業
推
進
室
計
画
・
調
整
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三

二
二
五

五
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

５
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。
な
お
、
契
約
時
に
入
札
価
格
の

内
訳
書
の
提
出
及
び
事
情
聴
取
を
求
め
る
場
合
が
あ
る
。

６
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

８
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

９
　
本
件
入
札
は
、
そ
の
契
約
に
係
る
予
算
が
議
会
で
可
決
さ
れ
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
で
当

該
予
算
の
執
行
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
、
効
力
が
生
ず
る
。

１０

そ
の
他
　
詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
products

to
be
purchased

:C
alcium

carbonate
3,700,000kg

2
Tim
e-lim

it
for
tender:9:00a.m

.,
February

22,
2006

3
C
ontact

point
for
the
notice

:N
aoshim

a
E
nvironm

ent
C
enter,

K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent,
2628-1,

N
aoshim

a-cho,
K
agaw

a-gun,
K
agaw

a-ken,
Japan

761-3110

Tel
087-892-2981

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
六

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ
　
　
高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
春
日
店
　
　
高
松
市
木
太
町
二
八
三
三
番
一
ほ
か

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
十
時

閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
後
十
一
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前
　
午
前
九
時
四
十
分
か
ら
午
後
九
時
二
十
分
ま
で

変
更
後
　
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
二
十
分
ま
で

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
一
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間
　

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目
　

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
　

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ
　
　
高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
川
島
店
　
　
高
松
市
川
島
本
町
二
八
八
番
二
ほ
か

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
十
時

閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
後
十
一
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前
　
午
前
九
時
四
十
分
か
ら
午
後
九
時
二
十
分
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
七

変
更
後
　
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
二
十
分
ま
で

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
一
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間
　

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二
　
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

三
　
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ
　
　
高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ナ
カ
大
内
店
　
　
東
か
が
わ
市
落
合
一
八
三
番
一
ほ
か

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
十
時

閉
店
時
刻
　
午
後
十
時

変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
後
十
一
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前
　
午
前
九
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
時
二
十
分
ま
で

変
更
後
　
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
二
十
分
ま
で

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
一
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
東
か
が
わ
市
事
業
部
商
工
観
光
室

２
　
縦
覧
期
間
　

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
八

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目
　

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
　

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
東
か
が
わ
市
事
業
部
商
工
観
光
室
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
マ
ル
ナ
カ
　
　
高
松
市
円
座
町
一
〇
〇
一
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

志
度
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
一
八
九
六
番
一
ほ
か

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
更
前
　
志
度
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

変
更
後
　
マ
ル
ナ
カ
志
度
店

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

変
更
前
　
開
店
時
刻
　
午
前
十
時

閉
店
時
刻
　
午
後
九
時

変
更
後
　
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

閉
店
時
刻
　
午
後
十
一
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前
　
午
前
九
時
四
十
分
か
ら
午
後
九
時
二
十
分
ま
で

変
更
後
　
午
前
八
時
四
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
二
十
分
ま
で

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
一
月
二
十
一
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
建
設
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目
　

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
　

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
建
設
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地



意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
八
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

高
松
市
西
植
田
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
葛
谷
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
産
業
部

土
地
改
良
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
地
改
良
課

香
川
町
南
部
土
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
夫
婦
池
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
香
川
支

地
改
良
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
尾
支
線
地
区
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所
　
　

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

一
九

坂
出
市
松
山
土
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
中
筋
　
坂
出
市
環
境
経
済
部

地
改
良
区
　
　
　
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
課

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

鎹
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

松
ヶ
浦
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

古
田
下
所
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
新
池
　
〃

地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

揚
北
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
向
地
　
〃

区

坂
出
市
加
茂
土
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

地
改
良
区
　
　
　
鴨
庄
岩
田
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

北
山
三
昧
下
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

松
縁
踊
田
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

山
樋
竹
の
北
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

下
所
西
股
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

本
鴨
宮
東
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

松
縁
源
三
郎
地
区



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

二
〇

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

山
の
神
地
区

坂
出
市
江
尻
土
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

〃

地
改
良
区
　
　
　
蓑
田
地
区

●
香
川
県
公
告
第
七
百
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
郡
香
川
町
浅
野
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助

土
地
改
良
事
業
苗
代
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
十
五
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
香
川
支
所
に
お
い
て
平
成
十
八
年
一
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
二
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
　
業
　
主
　
体
　
　
　
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　

葛
篭
野
地
区
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
葛
篭
野
地
区

前
の
川
地
区
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
前
の
川
地
区

●
香
川
県
公
告
第
七
百
二
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名

高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
南
谷
二
号
地
区

平
池
土
地
改
良
区
　
　
　
　
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
西
久
保
地
区

観
音
寺
市
観
音
寺
町
土
地
改
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
機
整
備
事
業
）
東
川
北
地
区

良
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
坂
本
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
余
茂
田
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
さ
く
井
整
備
事
業
）
三
本
松
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
さ
く
井
整
備
事
業
）
古
川
地
区

観
音
寺
市
高
室
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
岡
西
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
大
地
田
地
区

観
音
寺
市
粟
井
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
北
峯
地
区

観
音
寺
市
常
磐
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
中
原
原
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
宝
殿
地
区

●
香
川
県
公
告
第
七
百
二
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
町

土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　

就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
佐
々
木
正
明
　
香
川
郡
香
南
町
大
字
岡
二
〇
二
番
地
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
一
一
、
二
五

〃
　
　
　
太
田
　
　
稔
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
三
八
二
番
地
一
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
福
家
　
和
幸
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
一
〇
一
九
番
地
　
　
　
　
　
〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

二
一

〃
　
　
　
泉
川
　
静
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
九
一
六
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
石
丸
　
末
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
由
佐
八
〇
三
番
地
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
光
　
　
肇
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
七
八
三
番
地
三
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
尾
崎
　
清
孝
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
吉
光
四
二
五
番
地
一
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
漆
原
　
　
加
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
七
四
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
中
條
　
照
明
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
横
井
二
二
四
番
地
二
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
静
　
　
　
繁
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
九
〇
番
地
六
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
武
田
　
義
則
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
池
内
四
〇
七
番
地
一
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
田
中
　
宏
和
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
七
七
二
番
地
二
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
下
千
代
徳
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
西
庄
一
〇
六
五
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
加
藤
　
義
和
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
六
二
〇
番
地
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
細
谷
　
正
文
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
由
佐
九
一
一
番
地
一
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
長
尾
　
正
彦
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
池
内
五
七
三
番
地
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
浪
尾
　
秋
美
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
西
庄
二
〇
三
〇
番
地
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
七
百
二
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県

内
場
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
平
澤
　
數
一
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
一
〇
八
三
番
一
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
一
二
、
九

香
川
県
警
察
組
織
規
則
及
び
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号

香
川
県
警
察
組
織
規
則
及
び
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
警
察
組
織
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
七
条
の
表
香
川
県
高
瀬
警
察
署
の
項
中
「
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
勝
間
二
千
五
百
十
六
番
地

四
」
を
「
三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
二
千
五
百
十
六
番
地
四
」
に
改
め
る
。

（
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二

年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
香
川
県
さ
ぬ
き
警
察
署
の
項
中

「

鶴
羽
駐
在
所
　
さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
一
二
　
さ
ぬ
き
市
の
う
ち
、
津
田
町
鶴
羽

を

八
九
番
地
三

」

「

原
駐
在
所
　
　
高
松
市
牟
礼
町
原
九
一
四
番
　
高
松
市
の
う
ち
、
牟
礼
町
大
町
、
牟
礼
町

地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原

庵
治
駐
在
所
　
高
松
市
庵
治
町
六
一
九
番
地
　
高
松
市
の
う
ち
、
庵
治
町

二
四

に
、

牟
礼
交
番
　
　
高
松
市
牟
礼
町
牟
礼
九
八
一
　
高
松
市
の
う
ち
、
牟
礼
町
牟
礼
　
　
　
　
　
　
　
　
　

番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鶴
羽
駐
在
所
　
さ
ぬ
き
市
津
田
町
鶴
羽
一
二
　
さ
ぬ
き
市
の
う
ち
、
津
田
町
鶴
羽

八
九
番
地
三

」

「

造
田
駐
在
所
　
さ
ぬ
き
市
造
田
野
間
田
七
一
　
さ
ぬ
き
市
の
う
ち
、
造
田
乙
井
、
造
田
是

二
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
、
造
田
野
間
田
、
造
田
宮
西

原
駐
在
所
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
原
九
一
　
牟
礼
町
の
う
ち
、
大
字
大
町
、
大
字
原

四
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

牟
礼
交
番
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
九
　
牟
礼
町
の
う
ち
、
大
字
牟
礼

八
一
番
地
四

公
安
委
員
会
規
則
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二
二

庵
治
駐
在
所
　
木
田
郡
庵
治
町
六
一
九
番
地
　
木
田
郡
の
う
ち
、
庵
治
町

二
四

」

「

造
田
駐
在
所
　
さ
ぬ
き
市
造
田
野
間
田
七
一
　
さ
ぬ
き
市
の
う
ち
、
造
田
乙
井
、
造
田
是

に

二
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
、
造
田
野
間
田
、
造
田
宮
西

」

改
め
、
同
表
香
川
県
高
松
北
警
察
署
の
項
中
「
香
川
郡
の
う
ち
、
」
を
削
り
、
同
表
香
川
県
高
松
南
警

察
署
の
項
中

「

三
谷
駐
在
所
　
高
松
市
三
谷
町
二
三
〇
九
番
　
高
松
市
の
う
ち
、
三
谷
町

を

地
四

」

「

香
川
南
駐
在
　
高
松
市
香
川
町
川
東
上
一
七
　
高
松
市
の
う
ち
、
香
川
町
川
内
原
、
香
川

所
　
　
　
　
　
二
六
番
地
八
　
　
　
　
　
　
　
町
川
東
上
、
香
川
町
川
東
下
、
香
川
町
東

谷
、
香
川
町
安
原
下
第
１
号
、
香
川
町
安

に
、

原
下
第
３
号

三
谷
駐
在
所
　
高
松
市
三
谷
町
二
三
〇
九
番
　
高
松
市
の
う
ち
、
三
谷
町

地
四

」

「

仏
生
山
交
番
　
高
松
市
仏
生
山
町
甲
二
五
一
　
高
松
市
の
う
ち
、
仏
生
山
町

八
番
地
一
五

栗
林
公
園
前
　
高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
六
番
　
高
松
市
の
う
ち
、
上
之
町
一
丁
目
、
上
之

交
番
　
　
　
　
二
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
二
丁
目
、
上
之
町
三
丁
目
、
楠
上
町
一

丁
目
、
楠
上
町
二
丁
目
、
桜
町
一
丁
目
、

を

桜
町
二
丁
目
、
花
ノ
宮
町
一
丁
目
、
花
ノ

宮
町
二
丁
目
、
花
ノ
宮
町
三
丁
目
、
室
町
、

室
新
町
、
栗
林
町
一
丁
目
、
栗
林
町
二
丁

目
、
栗
林
町
三
丁
目

」

「

栗
林
公
園
前
　
高
松
市
栗
林
町
一
丁
目
六
番
　
高
松
市
の
う
ち
、
上
之
町
一
丁
目
、
上
之

交
番
　
　
　
　
二
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
二
丁
目
、
上
之
町
三
丁
目
、
楠
上
町
一

丁
目
、
楠
上
町
二
丁
目
、
桜
町
一
丁
目
、

桜
町
二
丁
目
、
花
ノ
宮
町
一
丁
目
、
花
ノ

宮
町
二
丁
目
、
花
ノ
宮
町
三
丁
目
、
室
町
、

室
新
町
、
栗
林
町
一
丁
目
、
栗
林
町
二
丁
　
　
に
、

目
、
栗
林
町
三
丁
目

香
川
北
駐
在
　
高
松
市
香
川
町
大
野
一
三
六
　
高
松
市
の
う
ち
、
香
川
町
浅
野
、
香
川
町

所
　
　
　
　
　
〇
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
、
香
川
町
寺
井

仏
生
山
交
番
　
高
松
市
仏
生
山
町
甲
二
五
一
　
高
松
市
の
う
ち
、
仏
生
山
町

八
番
地
一
五

」

「

川
岡
駐
在
所
　
高
松
市
川
部
町
一
五
五
二
番
　
高
松
市
の
う
ち
、
岡
本
町
、
川
部
町

地
三

壇
紙
駐
在
所
　
高
松
市
御
　
町
七
七
七
番
地
　
高
松
市
の
う
ち
、
壇
紙
町
、
中
間
町
、
御

一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

円
座
駐
在
所
　
高
松
市
円
座
町
一
七
〇
番
地
　
高
松
市
の
う
ち
、
円
座
町
、
西
山
崎
町

一

香
川
南
駐
在
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
川
東
上
　
香
川
町
の
う
ち
、
大
字
川
内
原
、
大
字
川
　
　
を

所
　
　
　
　
　
一
七
二
六
番
地
八
　
　
　
　
　
東
上
、
大
字
川
東
下
、
大
字
東
谷
、
大
字

安
原
下

香
川
北
駐
在
　
香
川
郡
香
川
町
大
字
大
野
一
　
香
川
町
の
う
ち
、
大
字
浅
野
、
大
字
大
野
、

所
　
　
　
　
　
三
六
〇
番
地
三
　
　
　
　
　
　
大
字
寺
井

香
南
駐
在
所
　
香
川
郡
香
南
町
大
字
由
佐
三
　
香
川
郡
の
う
ち
、
香
南
町

四
九
番
地
一

」

「

香
南
駐
在
所
　
高
松
市
香
南
町
由
佐
三
四
九
　
高
松
市
の
う
ち
、
香
南
町
池
内
、
香
南
町

番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
、
香
南
町
西
庄
、
香
南
町
由
佐
、
香
南

町
横
井
、
香
南
町
吉
光

川
岡
駐
在
所
　
高
松
市
川
部
町
一
五
五
二
番
　
高
松
市
の
う
ち
、
岡
本
町
、
川
部
町

地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

円
座
駐
在
所
　
高
松
市
円
座
町
一
七
〇
番
地
　
高
松
市
の
う
ち
、
円
座
町
、
西
山
崎
町

一

壇
紙
駐
在
所
　
高
松
市
御
　
町
七
七
七
番
地
　
高
松
市
の
う
ち
、
壇
紙
町
、
中
間
町
、
御

一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町

」
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二
三

「
香
川
郡
香
南
町
大
字
岡
一
三
一
二
番
地
七
」
を
「
高
松
市
香
南
町
岡
一
三
一
二
番
地
七
」
に
改
め
、

同
表
香
川
県
坂
出
警
察
署
の
項
中

「

飯
山
交
番
　
　
丸
亀
市
飯
山
町
川
原
九
三
二
　
丸
亀
市
の
う
ち
、
飯
山
町
上
法
軍
寺
、
飯

番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
町
川
原
、
飯
山
町
真
時
、
飯
山
町
下
法

を

軍
寺
、
飯
山
町
西
坂
元
、
飯
山
町
東
小
川
、

飯
山
町
東
坂
元

」

「

国
分
寺
南
駐
　
高
松
市
国
分
寺
町
福
家
甲
三
　
高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
新
名
、
国
分

在
所
　
　
　
　
一
〇
三
番
地
三
　
　
　
　
　
　
寺
町
福
家

国
分
寺
交
番
　
高
松
市
国
分
寺
町
新
居
一
六
　
高
松
市
の
う
ち
、
国
分
寺
町
柏
原
、
国
分

七
二
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
寺
町
国
分
、
国
分
寺
町
新
居

に
、

飯
山
交
番
　
　
丸
亀
市
飯
山
町
川
原
九
三
二
　
丸
亀
市
の
う
ち
、
飯
山
町
上
法
軍
寺
、
飯

番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
町
川
原
、
飯
山
町
真
時
、
飯
山
町
下
法

軍
寺
、
飯
山
町
西
坂
元
、
飯
山
町
東
小
川
、

飯
山
町
東
坂
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「

与
島
駐
在
所
　
坂
出
市
与
島
町
六
一
番
地
　
　
坂
出
市
の
う
ち
、
岩
黒
、
沙
弥
島
、
瀬
居

町
、
櫃
石
、
与
島
町

国
分
寺
南
駐
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
甲
三
　
国
分
寺
町
の
う
ち
、
新
名
、
福
家

を

在
所
　
　
　
　
一
〇
三
番
地
三

国
分
寺
交
番
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
一
六
　
国
分
寺
町
の
う
ち
、
柏
原
、
国
分
、
新
居

七
二
番
地
三

」

「

与
島
駐
在
所
　
坂
出
市
与
島
町
六
一
番
地
　
　
坂
出
市
の
う
ち
、
岩
黒
、
沙
弥
島
、
瀬
居

に

町
、
櫃
石
、
与
島
町

」

改
め
、
同
表
香
川
県
高
瀬
警
察
署
の
項
中
「
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
上
麻
三
七
八
二
番
地
三
」
を
「
三
豊

市
高
瀬
町
上
麻
三
七
八
二
番
地
三
」
に
、
「
高
瀬
町
の
う
ち
、
大
字
上
麻
、
大
字
上
勝
間
の
一
部
、
大

字
下
麻
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
高
瀬
町
上
麻
、
高
瀬
町
上
勝
間
の
一
部
、
高
瀬
町
下
麻
」
に
、
「
三

豊
郡
高
瀬
町
大
字
佐
股
甲
一
四
八
四
番
地
九
」
を
「
三
豊
市
高
瀬
町
佐
股
甲
一
四
八
四
番
地
九
」
に
、

「
高
瀬
町
の
う
ち
、
大
字
佐
股
、
大
字
羽
方
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
高
瀬
町
佐
股
、
高
瀬
町
羽
方
」

に
、
「
三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
勝
間
二
五
一
六
番
地
四
」
を
「
三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
二
五
一
六
番
地

四
」
に
、
「
高
瀬
町
の
う
ち
、
大
字
上
勝
間
の
一
部
、
大
字
上
高
瀬
、
大
字
下
勝
間
、
大
字
新
名
、
大

字
比
地
、
大
字
比
地
中
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
高
瀬
町
上
勝
間
の
一
部
、
高
瀬
町
上
高
瀬
、
高
瀬
町

下
勝
間
、
高
瀬
町
新
名
、
高
瀬
町
比
地
、
高
瀬
町
比
地
中
」
に
、
「
三
豊
郡
三
野
町
大
字
大
見
甲
三
五

六
四
番
地
七
」
を
「
三
豊
市
三
野
町
大
見
甲
三
五
六
四
番
地
七
」
に
、
「
三
野
町
の
う
ち
、
大
字
大
見
、

大
字
下
高
瀬
の
一
部
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
三
野
町
大
見
、
三
野
町
下
高
瀬
の
一
部
」
に
、
「
三
豊

郡
三
野
町
大
字
吉
津
甲
六
八
〇
番
地
四
」
を
「
三
豊
市
三
野
町
吉
津
甲
六
八
〇
番
地
四
」
に
、
「
三
野

町
の
う
ち
、
大
字
下
高
瀬
の
一
部
、
大
字
吉
津
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
三
野
町
下
高
瀬
の
一
部
、
三

野
町
吉
津
」
に
、
「
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
松
崎
一
六
四
二
番
地
一
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
松
崎
一
六
四

二
番
地
一
」
に
、
「
詫
間
町
の
う
ち
、
大
字
松
崎
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
詫
間
町
松
崎
」
に
、
「
三

豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
一
三
二
八
番
地
九
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
一
三
二
八
番
地
九
」
に
、
「
詫

間
町
の
う
ち
、
大
字
香
田
、
大
字
詫
間
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
詫
間
町
香
田
、
詫
間
町
詫
間
」
に
、

「
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
粟
島
一
六
六
一
番
地
一
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
粟
島
一
六
六
一
番
地
一
」
に
、

「
詫
間
町
の
う
ち
、
大
字
粟
島
、
大
字
志
々
島
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
詫
間
町
粟
島
、
詫
間
町
志
々

島
」
に
、
「
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
甲
一
一
五
七
番
地
一
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
大
浜
甲
一
一
五
七

番
地
一
」
に
、
「
詫
間
町
の
う
ち
、
大
字
大
浜
、
大
字
積
、
大
字
生
里
、
大
字
箱
」
を
「
三
豊
市
の
う

ち
、
詫
間
町
大
浜
、
詫
間
町
積
、
詫
間
町
生
里
、
詫
間
町
箱
」
に
改
め
、
同
表
香
川
県
観
音
寺
警
察
署

の
項
中

「

長
瀬
駐
在
所
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
　
山
本
町
の
う
ち
、
大
字
大
野
の
一
部
、
大

九
四
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
字
神
田
、
大
字
河
内
、
大
字
財
田
西
の
一
　
　
を

部

」

「

財
田
上
駐
在
　
三
豊
市
財
田
町
財
田
上
八
八
　
三
豊
市
の
う
ち
、
財
田
町
財
田
上
の
一
部

所
　
　
　
　
　
九
番
地
六

長
瀬
駐
在
所
　
三
豊
市
山
本
町
財
田
西
九
四
　
三
豊
市
の
う
ち
、
山
本
町
大
野
の
一
部
、

三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
町
神
田
、
山
本
町
河
内
、
山
本
町
財
　
　
に
、

田
西
の
一
部
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二
四

財
田
中
駐
在
　
三
豊
市
財
田
町
財
田
中
二
五
　
三
豊
市
の
う
ち
、
財
田
町
財
田
上
の
一
部
、

所
　
　
　
　
　
九
九
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
財
田
町
財
田
中

」

「
三
豊
郡
山
本
町
大
字
辻
一
三
九
三
番
地
六
」
を
「
三
豊
市
山
本
町
辻
一
三
九
三
番
地
六
」
に
、
「
山

本
町
の
う
ち
、
大
字
大
野
の
一
部
、
大
字
財
田
西
の
一
部
、
大
字
辻
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
山
本
町

大
野
の
一
部
、
山
本
町
財
田
西
の
一
部
、
山
本
町
辻
」
に
、「
三
豊
郡
豊
中
町
大
字
上
高
野
一
九
六
二

番
地
四
」
を
「
三
豊
市
豊
中
町
上
高
野
一
九
六
二
番
地
四
」
に
、
「
豊
中
町
の
う
ち
、
大
字
笠
田
笠
岡
、

大
字
笠
田
竹
田
、
大
字
上
高
野
、
大
字
本
山
乙
、
大
字
本
山
甲
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
豊
中
町
笠
田

笠
岡
、
豊
中
町
笠
田
竹
田
、
豊
中
町
上
高
野
、
豊
中
町
本
山
乙
、
豊
中
町
本
山
甲
」
に
、
「
三
豊
郡
豊

中
町
大
字
下
高
野
一
四
七
番
地
四
」
を
「
三
豊
市
豊
中
町
下
高
野
一
四
七
番
地
四
」
に
、
「
豊
中
町
の

う
ち
、
大
字
岡
本
、
大
字
下
高
野
、
大
字
比
地
大
」
を
「
三
豊
市
の
う
ち
、
豊
中
町
岡
本
、
豊
中
町
下

高
野
、
豊
中
町
比
地
大
」
に
、

「

仁
尾
交
番
　
　
三
豊
郡
仁
尾
町
大
字
仁
尾
辛
　
三
豊
郡
の
う
ち
、
仁
尾
町

二
四
番
地
一

財
田
上
駐
在
　
三
豊
郡
財
田
町
財
田
上
八
八
　
財
田
町
の
う
ち
、
財
田
上
の
一
部

を

所
　
　
　
　
　
九
番
地
六

財
田
中
駐
在
　
三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
二
五
　
財
田
町
の
う
ち
、
財
田
上
の
一
部
、
財
田

所
　
　
　
　
　
九
九
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
中

」

「

仁
尾
交
番
　
　
三
豊
市
仁
尾
町
仁
尾
辛
二
四
　
三
豊
市
の
う
ち
、
仁
尾
町

に

番
地
一

」

改
め
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
交
番
そ
の
他
の
派
出
所

及
び
駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
規
則
別
表
香
川
県
さ
ぬ
き
警
察
署
の
項
、
香
川
県
高

松
北
警
察
署
の
項
、
香
川
県
高
松
南
警
察
署
の
項
及
び
香
川
県
坂
出
警
察
署
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
月

十
日
か
ら
施
行
す
る
。

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
神
　
　
原
　
　
　
　
博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
の
一
般
国
道
百
九
十
三
号
の
項
中
「
香
川
郡
香
南
町
岩
崎
六
七
番
一
」
を
「
香
川
郡

香
南
町
岡
六
七
番
一
」
に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
三
百
七
十
七
号
の
項
中
「
香
川
郡
香
川
町
鮎
滝
一
九

九
七
番
一
」
を
「
香
川
郡
香
川
町
安
原
下
第
３
号
一
九
九
七
番
一
」
に
、
「
丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
東
東

渡
池
一
一
四
二
番
」
を
「
丸
亀
市
綾
歌
町
栗
熊
東
一
一
四
二
番
」
に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
四
百
三
十

八
号
の
項
中
「
丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
中
央
五
四
五
番
四
」
を
「
丸
亀
市
綾
歌
町
岡
田
下
五
四
五
番
四
」

に
、
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
東
佐
岡
一
四
七
一
番
」
を
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
一
四
七
一
番
」
に

改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
十
号
）
高
松
長
尾
大
内
線
の
項
中
「
高
松
市
松
島
町
七
番
一
」
を
「
高
松

市
松
島
町
二
丁
目
七
番
一
」
に
、
「
高
松
市
木
太
町
一
三
番
一
」
を
「
高
松
市
木
太
町
一
一
三
〇
番
三
」

に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
十
三
号
）
三
木
綾
南
線
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
南
原
二
二
六
七

番
一
」
を
「
綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
二
二
六
七
番
一
」
に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
十
六
号
）
高
松
王

越
坂
出
線
の
項
中
「
高
松
市
茜
町
七
九
二
番
一
」
を
「
高
松
市
西
町
二
六
番
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
主

要
地
方
道
（
二
十
一
号
）
丸
亀
詫
間
豊
浜
線
の
項
中
「
三
豊
郡
詫
間
町
的
場
六
七
八
四
番
二
二
」
を
「

三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
」
に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
二
十
三
号
）
詫
間
琴
平
線
の

項
中
「
三
豊
郡
詫
間
町
的
場
六
七
八
四
番
二
二
」
を
「
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
」
に
、

「
仲
多
度
郡
仲
南
町
佐
文
中
央
六
八
七
番
一
」
を
「
仲
多
度
郡
仲
南
町
佐
文
六
八
七
番
一
」
に
改
め
、

同
表
主
要
地
方
道
（
三
十
三
号
）
高
松
善
通
寺
線
の
項
中
「
高
松
市
西
宝
町
一
丁
目
六
一
六
番
一
」
を

「
高
松
市
西
宝
町
三
丁
目
八
番
一
四
」
に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
四
十
四
号
）
円
座
香
南
線
の
項

中
「
香
川
郡
香
南
町
岩
崎
六
七
番
一
」
を
「
香
川
郡
香
南
町
岡
六
七
番
一
」
に
改
め
、
同
表
一
般
県
道

（
百
五
十
七
号
）
高
松
東
港
線
の
項
中
「
高
松
市
松
島
町
一
番
一
」
を
「
高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二
八

番
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
一
般
県
道
（
百
九
十
七
号
）
財
田
満
濃
線
の
項
中
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野

池
下
三
〇
番
五
」
を
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
三
〇
番
五
」
に
、
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
東
佐
岡
一



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

二
五

四
七
一
番
」
を
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
長
尾
一
四
七
一
番
」
に
改
め
、
同
表
一
般
県
道
（
二
百
号
）
満
濃

善
通
寺
線
の
項
中
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
池
下
三
〇
番
五
」
を
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
真
野
三
〇
番
五
」

に
、
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
神
野
神
野
山
四
五
番
三
」
を
「
仲
多
度
郡
満
濃
町
神
野
四
五
番
三
」
に
改
め
、

同
表
一
般
県
道
（
二
百
三
十
一
号
）
詫
間
仁
尾
線
の
項
中
「
三
豊
郡
詫
間
町
浜
田
六
八
一
二
番
一
」
を

「
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
八
一
二
番
一
」
に
改
め
、
同
表
一
般
県
道
（
二
百
七
十
八
号
）
綾
歌
綾
上
綾

南
線
の
項
中
「
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
東
北
山
六
四
三
番
一
」
を
「
綾
歌
郡
綾
上
町
山
田
下
六
四
三
番

一
」
に
、
「
綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
南
原
二
二
六
七
番
一
」
を
「
綾
歌
郡
綾
南
町
畑
田
二
二
六
七
番
一
」

に
改
め
る
。

第
二
条
　
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
観
音
寺
警
察
署
の
項
中
「
仁
尾
交
番
　
財
田
上
駐
在
所
　
財
田
中
駐
在
所
」
を
「
財
田
上

駐
在
所
　
財
田
中
駐
在
所
　
仁
尾
交
番
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
主
要
地
方
道
（
二
十
一
号
）
丸
亀
詫
間
豊
浜
線
の
項
中
「
三
豊
郡
詫
間
町
松
崎
二
七

八
○
番
三
八
三
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
松
崎
二
七
八
〇
番
三
八
三
」
に
、
「
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七

八
四
番
二
二
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
」
に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
二
十
三

号
）
詫
間
琴
平
線
の
項
中
「
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
四
番
二
二
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
七

八
四
番
二
二
」
に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
三
十
五
号
）
豊
中
三
野
線
の
項
中
「
三
豊
郡
豊
中
町
笠

田
笠
岡
二
一
五
八
番
一
」
を
「
三
豊
市
豊
中
町
笠
田
笠
岡
二
一
五
八
番
一
」
に
、
「
三
豊
郡
三
野
町
吉

津
乙
二
二
三
九
番
一
」
を
「
三
豊
市
三
野
町
吉
津
乙
二
二
三
九
番
一
」
に
改
め
、
同
表
一
般
県
道
（
二

百
三
十
一
号
）
詫
間
仁
尾
線
の
項
中
「
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
七
八
二
番
八
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
詫

間
六
七
八
二
番
八
」
に
、
「
三
豊
郡
詫
間
町
詫
間
六
八
一
二
番
一
」
を
「
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
八
一

二
番
一
」
に
改
め
、
同
表
さ
ぬ
き
市
道
臨
海
一
号
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
豊
市
道
六
ツ
松
大
池
ノ
上
　
三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
一
二
九
七
番
六
地
先
か
ら

線
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
市
高
瀬
町
下
勝
間
一
三
三
九
番
六
地
先
ま
で

三
豊
市
道
詫
間
二
百
二
十
六
　
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
八
二
三
番
九
地
先
か
ら

号
線
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
六
八
二
五
番
四
地
先
ま
で

別
表
第
一
の
三
高
瀬
町
道
六
ツ
松
大
池
の
上
線
の
項
及
び
詫
間
町
道
詫
間
二
百
二
十
六
号
線
の
項
を

削
り
、
同
表
臨
港
道
路
経
面
四
号
臨
港
線
の
項
中
「
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
二
一
一
二
番
七
七
」
を

「
三
豊
市
詫
間
町
詫
間
二
一
一
二
番
七
七
」
に
、
「
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
詫
間
二
〇
九
三
番
」
を
「
三

豊
市
詫
間
町
詫
間
二
〇
九
三
番
」
に
改
め
る
。

第
三
条
　
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
さ
ぬ
き
警
察
署
の
項
中
「
鶴
羽
駐
在
所
　
多
和
駐
在
所
　
庵
治
駐
在
所
」
を
「
庵
治
駐
在

所
　
鶴
羽
駐
在
所
　
多
和
駐
在
所
」
に
改
め
、
同
表
高
松
南
警
察
署
の
項
中
「
川
岡
駐
在
所
　
香
川
南

駐
在
所
　
香
南
駐
在
所
」
を
「
香
川
南
駐
在
所
　
香
南
駐
在
所
　
川
岡
駐
在
所
」
に
改
め
、
同
表
坂
出

警
察
署
の
項
中
「
王
越
駐
在
所
　
与
島
駐
在
所
　
国
分
寺
南
駐
在
所
　
国
分
寺
交
番
」
を
「
国
分
寺
南

駐
在
所
　
国
分
寺
交
番
　
王
越
駐
在
所
　
与
島
駐
在
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
の
一
般
国
道
百
九
十
三
号
の
項
中
「
香
川
郡
香
南
町
岡
一
六
一
番
一
」
を
「
高
松
市

香
南
町
岡
一
六
一
番
一
」
に
、
「
香
川
郡
香
南
町
岡
六
七
番
一
」
を
「
高
松
市
香
南
町
岡
六
七
番
一
」

に
改
め
、
同
表
一
般
国
道
三
百
七
十
七
号
の
項
中
「
香
川
郡
香
川
町
安
原
下
第
３
号
一
九
九
七
番
一
」

を
「
高
松
市
香
川
町
安
原
下
第
３
号
一
九
九
七
番
一
」
に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
十
三
号
）
三
木

綾
南
線
の
項
中
「
香
川
郡
香
川
町
川
東
下
三
三
四
番
四
」
を
「
高
松
市
香
川
町
川
東
下
三
三
四
番
四
」

に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
四
十
四
号
）
円
座
香
南
線
の
項
中
「
香
川
郡
香
南
町
岡
一
六
一
番
一
」

を
「
高
松
市
香
南
町
岡
一
六
一
番
一
」
に
、
「
香
川
郡
香
南
町
岡
六
七
番
一
」
を
「
高
松
市
香
南
町
岡

六
七
番
一
」
に
改
め
、
同
表
主
要
地
方
道
（
四
十
五
号
）
高
松
空
港
線
の
項
中
「
香
川
郡
香
南
町
由
佐

三
四
六
五
番
四
」
を
「
高
松
市
香
南
町
由
佐
三
四
六
五
番
四
」
に
、
「
香
川
郡
香
南
町
岡
三
六
四
番
一
」

を
「
高
松
市
香
南
町
岡
三
六
四
番
一
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
一
月
一
日

三
　
第
三
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
一
月
十
日

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
二
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

二
六

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
　
指
定
年
月
日

介
護
老
人
保
健
施
設
ロ
イ
ヤ
ル
三
好
　
高
松
市
下
田
井
町
六
二
八
―
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

一

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

代
表
者
の
　
会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
名
　
の
　
氏
　
名

成
合
よ
し
の
り
後
援
会
　
　
　
大
西
　
繁
治
　
三
好
　
　
保
　
香
川
郡
香
川
町
浅
野
二
四
五
〇

藤
田
公
正
後
援
会
　
　
　
　
　
藤
田
　
利
視
　
竹
内
　
　
均
　
三
豊
郡
三
野
町
大
字
大
見
甲
四
五
三

六

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

香
川
重
廣
後
援
会
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
　
仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字

所
の
所
在
地
　
吉
野
二
六
九
五
　
　
　
　
炭
所
東
六
二
二
―
一
四

近
藤
久
志
後
援
会
　
　
　
　
　
　
代
　
表
　
者
　
横
関
　
好
春
　
　
　
　
　
荒
木
　
正
則

の
　
氏
　
名

西
岡
あ
き
お
後
援
会
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家

所
の
所
在
地
　
甲
三
五
二
二
―
五
　
　
　
甲
三
八
七
二
―
六

（
備
考
）

卓
然
会
は
、
主
た
る
活
動
区
域
の
異
動
に
よ
り
総
務
大
臣
届
出
に
変
更
し
た
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

資
金
管
理
団

体
の
届
出
事

項
の
異
動
の
　
公
職
の
種
類
　
資
金
管
理
団
体
の
名
称
　
異
動
事
項

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

西
岡
　
章
夫
　
国
分
寺
町
議
　
西
岡
あ
き
お
後
援
会
　
　
主
た
る
事
　
綾
歌
郡
国
分
　
綾
歌
郡
国
分

会
議
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
務
所
の
所
　
寺
町
福
家
甲
　
寺
町
福
家
甲

在
地
　
　
　
三
五
二
二
―
　
三
八
七
二
―

五
　
　
　
　
　
六

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦
　
　

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則

新 内
　
　
　
　
　
容旧



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

（
第
九
二
九
九
号
）

二
七

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
牟
礼
町
の
項
か
ら
香
南
町
の
項
ま
で
、
国
分
寺
町
の
項
及
び
高
瀬
町
の
項
か
ら
財
田
町
の
項

ま
で
を
削
る
。

別
表
第
二
北
三
豊
環
境
衛
生
組
合
の
項
を
削
り
、
同
表
香
川
県
三
豊
郡
山
本
町
観
音
寺
市
学
校
組
合
の

項
中
「
香
川
県
三
豊
郡
山
本
町
観
音
寺
市
学
校
組
合
」
を
「
香
川
県
三
豊
市
観
音
寺
市
学
校
組
合
」
に
改

め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
牟
礼
町
の
項
か
ら
香
南

町
の
項
ま
で
及
び
国
分
寺
町
の
項
を
削
る
改
正
規
定
は
、
同
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号

特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条
　
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

丸
亀
市
広
島
　

別
表
中
「

丸
亀
市
広
島
町
江
の
浦
四
四
〇
　
　
　
　
　
広
島
駐
在
所
　
　
」
を

三
豊
市
詫
間

「

町
江
の
浦
四
四
〇
　
　
　
　
　
広
島
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
　
香
川
郡
直
島
町
二
四
六
五
の
八
　

に
、

町
粟
島
一
六
六
一
の
一
　
　
　
粟
島
駐
在
所
　
　
」

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
粟
島
一
六
六
一

直
島
西
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
　
「
を
　
　
香
川
郡
直
島
町
二
四
六
五
の
八
　
　
　
　
　
直
島
西
駐
在

粟
島
駐
在
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

所
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

第
二
条
　
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

三
豊
市
詫
間
町
粟
島
一
六
六
一
の
一
　
　
　
粟
島
駐
在
所

別
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「

三
豊
市
詫
間

小
豆
郡
内
海
町
福
田
甲
一
二
〇
八
の
一
　
　
福
田
駐
在
所
　
　
」

町
粟
島
一
六
六
一
の
一
　
　
　
粟
島
駐
在
所
　
　
」
に
、
「

香
川
郡
直
島
町
六
九
六
の
三
六
　
　
　
　

「

小
豆
郡
小
豆
島
町
福
田
甲
一
二
〇
八
の
一
　
福
田
駐
在
所

直
島
東
駐
在
所
　
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

香
川
郡
直
島
町
六
九
六
の
三
六
　
　
　
　
　
直
島
東
駐
在
所
　
」

改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
中
第
一
条
の
規
定
は
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
同
年
三
月
二
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。
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